
やまなし森林整備・林業成長産業化推進プランの概要

趣旨及び計画期間

・令和元年の森林経営管理法の施行や森林環境譲与税の譲与開始など、森林・林業行政は大きな

転換期を迎えている。

・戦後や高度経済成長期に造成された人工林の多くが、木材として利用可能な時期を迎えている中、

県内での大型バイオマス発電所や大型合板工場が稼働するなど、県産木材の需要が高まっている。

・こうした情勢の変化に対応するため、「山梨県総合計画」の部門計画として森林・林業・木材産業行

政の指針となる新たなプランを策定

・計画期間：R２～R11（１０年間）

Ⅰ 森林の公益的機能の強化

・安心、安全の確保や豊かな県民生活を支えている森林の持つ地球温暖化の防止や山地災害

の防止、水源涵養、保健休養等の公益的機能を強化

Ⅰ 森林の公益的機能の強化

Ⅱ 林業の成長産業化の推進

目指す方向及び基本方針

Ⅱ 林業の成長産業化の推進

・本格的な利用期を迎えた人工林資源を活用した林業の成長産業化を進めるため、「伐る、使う、

植える、育てる」といった、森林資源を循環利用する取り組みを推進

現状と課題 施策の展開方向

Ⅰ 森林の公益的機能の強化

Ⅱ 林業の成長産業化の推進

○現状
・県民は森林の公益的機能の発揮に特に期待
・手入れ不足の人工林が依然として多く存在
・松くい虫やナラ枯れ、野生鳥獣による被害が深刻
・全国的に豪雨災害が頻発・激甚化
・森林空間の様々な活用への期待の高まり

○課題
・手入れ不足の人工林の整備が必要
・松くい虫や野生鳥獣対策等、森林の保全が必要
・治山施設の整備等、山地災害対策の強化が必要
・森林空間の新たな利活用の推進が必要

数値目標
(H30→R11)

１ 森林の整備
森林環境税等を活用した間伐等荒廃人工林の整備や、企業･団体等による

森林整備への支援

２ 森林の保全
保安林の整備･管理や病害虫対策の推進、鳥獣被害の防止、林地保全対策

３ 防災・減災のための治山施設整備等の推進
治山施設の計画的な整備や治山･林道施設の長寿命化の推進

４ 森林空間の利活用
森林の保健休養機能の活用や美しい森林景観づくりの推進、森林を活用し

たサービス産業の促進、森林環境教育の推進

森林整備の実施面積(年間)

6,124ha→7,300ha

山地災害危険地区対策地区数

(累計) 2,322地区→2,487地区

長寿命化対策済の施設数(累計)

232箇所→388箇所

森林公園、森林文化の森、

清里の森の利用者数(年間)

713千人→917千人

１ 県産材供給体制の強化
再造林に必要な苗木生産力の強化、主伐後の再造林や間伐等による森林の

整備、森林施業の生産性向上、林業･木材産業関連事業者によるサプライ
チェーンの構築、品質の確かな製品の加工･供給体制の整備

２ 県産材の需要拡大
公共や民間建築物等への木材の利用促進、東京圏への販路拡大や海外輸出

の促進、県産ＦＳＣ認証材のブランド化、県産木材利用の普及啓発

３ 林内路網整備の推進
計画的な林内路網の配置や生産基盤強化区域の設定

４ 木質バイオマスの利活用の推進
木質バイオマス利用施設等や未利用間伐材等の供給体制の整備4

５ 林業の担い手の確保・育成
林業の魅力発信等による新規就業者の確保や、意欲と能力のある林業経営

体の育成、人材育成のあり方の検討4 木

６ 特用林産物の産地化の推進
きのこ･薬用植物の栽培技術の確立や販路拡大・生産者の確保・育成

○現状

・充実した森林資源の本格的な利用期

・森林の所有構造は小規模零細

・木材生産量の約８割がチップ用途(全国は約２

割)、製材用途は約１割(全国は約６割)

・木材の生産性が低位

・林業就業者数の長期的な減少傾向・高齢化

・特用林産物の生産量が減少

○課題

・森林施業の生産性向上や付加価値の高い製材品の

加工･流通体制の整備などが必要

・県産材の需要拡大が必要

・林内路網の整備が必要

・未利用間伐材等、資源の有効活用が必要

・林業の担い手の確保・育成が必要

・特用林産物の生産の促進が必要

木材生産量(年間)

201千㎥→335千㎥

製材用途の木材生産量(年間)

24千㎥→77千㎥

木材製品出荷量(年間)

15千㎥→98千㎥

林内路網の整備延長(累計)

4,598km→5,093km

木質バイオマス燃料用木材供給量

(年間) 38千㎥→122千㎥

林業の新規就業者数(年間)

41人→57人

クロアワビタケの生産量(年間)

0.32ｔ→7.00ｔ

かんよう


